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現行 改定 
第 1 条（目的） 
1. この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社リバスタ（以

下「当社」といいます。）が提供する建設現場向けソリューション機
器（以下「BANKEN 機器」といいます。）を利用した各種サービス
（以下「本サービス」といいます。）を利用する会員（以下「会員」
といいます。）に適用されます。会員は、本規約に同意の上、本サー
ビスを利用します。 

2. 会員は、本サービスを利用するために必用となる BANKEN 機器を当
社より購入又はレンタルすることができます。BANKEN 機器をレン
タル（以下「レンタルサービス」といいます。）する会員は、本規約
第 3 章に定めるレンタル規約に同意するものとします。 

3. BANKEN 機器をご利用になる会員は、当社より保守サービス（以下
「保守サービス」といいます。）を受けることができます。保守サー
ビスを受けようとする会員は、本規約第 4 章に定める保守規約に同意
するものとします。 

4. 会員が本規約に同意することにより、当社との間に本契約（次条で定
めます。）が成立します。 

5. 会員は、本サービスを当社が提供する建設現場施工管理サービス
「Buildee」（以下「Buildee」といいます。）と連携して利用する場
合、Buildee 利用規約及びプライバシーポリシーにも同意いただく必
要があります。 

 
第 2 条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有
します。 
(1) 「本契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員との間で

締結される、本サービス、レンタルサービス及び保守サービスの
利用契約を指します。 

(2) 「本レンタル契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員
との間で締結される、レンタルサービスの利用契約を指します。

第 1 条（目的） 
1. この規約（以下「本規約」といいます。）は、株式会社リバスタ（以

下「当社」といいます。）が提供する建設現場向けソリューション機
器（以下「BANKEN 機器」といいます。）を利用した各種サービス
（以下「本サービス」といいます。）を利用する会員（以下「会員」
といいます。）に適用されます。会員は、本規約に同意の上、本サー
ビスを利用します。 

2. 会員は、本サービスを利用するために必要となる BANKEN 機器を当
社より購入又はレンタルすることができます。BANKEN 機器をレン
タル（以下「レンタルサービス」といいます。）する会員は、本規約
第 3 章に定めるレンタル規約に同意するものとします。 

3. BANKEN 機器をご利用になる会員は、当社より保守サービス（以下
「保守サービス」といいます。）を受けることができます。保守サー
ビスを受けようとする会員は、本規約第 4 章に定める保守規約に同意
するものとします。 

4. 会員が本規約に同意することにより、当社との間に本契約（次条で定
めます。）が成立します。 

5. 会員は、本サービスを当社が提供する建設現場施工管理サービス
「Buildee」（以下「Buildee」といいます。）と連携して利用する場
合、Buildee 利用規約及びプライバシーポリシーにも同意いただく必
要があります。 

 
第 2 条（定義） 

本規約において使用する以下の用語は、以下の各号に定める意味を有
します。 
(1) 「本契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員との間で

締結される、本サービス、レンタルサービス及び保守サービスの
利用契約を指します。 

(2) 「本レンタル契約」とは、本規約を契約条件として当社及び会員
との間で締結される、レンタルサービスの利用契約を指します。
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BANKEN 機器をレンタルする会員については、本レンタル契約が
本契約の一部を構成します。 

(3) 「本保守契約」とは、当社より BANKEN 機器を購入又はレンタル
した者に対して当社が提供する保守サービスに関する契約を指し
ます。 

(4) 「会員」とは、当社の定めに従って会員登録を行い、本サービ
ス、レンタルサービス及び/保守サービスを利用される者を指しま
す。また、会員は、建設現場の施工管理に関わる「元請会員」と
「協力会員」（次項で定義します。）から構成されます。5)「元
請会員」とは、元請会社として本サービス、レンタルサービス及
び保守サービスを利用する会員をいいます。 

(5)「協力会員」とは、元請会社との直接的な契約関係にかかわら
ず、協力会社として本サービス、レンタルサービス及び保守サー
ビスを利用する会員をいいます。 

(6)「作業員」とは、正社員、契約社員、臨時社員、嘱託、パートタ
イマー、第三者から派遣された派遣社員等、雇用形態を問わず、
会員の建設現場に参加する者をいいます。 

(7)「会員情報」とは、本サービスに登録した会員に関して、当社が
指定する情報、ユーザーID 及びパスワードを指します。 

(8)「通信機器」とは、スマートフォン、タブレット端末及びコンピ
ューター機器を指します。 

(9)「BANKEN 機器」とは、本サービスを利用するために必用となる
専用機器を指します。 

(10)「レンタル」とは、動産賃貸借及びこれに基づくサービスの総称
を指します。 

(11)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商
標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれら
の権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を指します。 

(12)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情
報を指します。 

BANKEN 機器をレンタルする会員については、本レンタル契約が
本契約の一部を構成します。 

(3) 「本保守契約」とは、当社より BANKEN 機器を購入又はレンタル
した者に対して当社が提供する保守サービスに関する契約を指し
ます。 

(4) 「会員」とは、当社の定めに従って会員登録を行い、本サービ
ス、レンタルサービス及び/保守サービスを利用される者を指しま
す。また、会員は、建設現場の施工管理に関わる「元請会員」と
「協力会員」（次項で定義します。）から構成されます。 

(5)「元請会員」とは、元請会社として本サービス、レンタルサービ
ス及び保守サービスを利用する会員をいいます。 

(6)「協力会員」とは、元請会社との直接的な契約関係にかかわら
ず、協力会社として本サービス、レンタルサービス及び保守サー
ビスを利用する会員をいいます。 

(7)「作業員」とは、正社員、契約社員、臨時社員、嘱託、パートタ
イマー、第三者から派遣された派遣社員等、雇用形態を問わず、
会員の建設現場に参加する者をいいます。 

(8)「会員情報」とは、本サービスに登録した会員に関して、当社が
指定する情報、ユーザーID 及びパスワードを指します。 

(9)「通信機器」とは、スマートフォン、タブレット端末及びコンピ
ューター機器を指します。 

(10)「BANKEN 機器」とは、本サービスを利用するために必要とな
る専用機器を指します。 

(11)「レンタル」とは、動産賃貸借及びこれに基づくサービスの総称
を指します。 

(12)「知的財産権」とは、著作権、特許権、実用新案権、意匠権、商
標権その他の知的財産権（それらの権利を取得し、またはそれら
の権利につき登録等を出願する権利を含みます。）を指します。 

(13)「個人情報」とは、個人情報の保護に関する法律に定める個人情
報を指します。 
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(13)「当社ホームページ」とは、当社が運営するウェブサイト（理由

の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変
更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）を指
します。 

 
（略） 

 
第 9 条（禁止事項） 
1. 当社は、会員による本サービスの利用に際して、以下の各号に定める

行為を禁止します。 
(1) 本規約に違反する行為 
(2) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者

の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを
侵害する恐れのある行為 

(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れ
のある行為 

(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのあ
る行為 

(5) 法令又は条例等に違反する行為 
(6) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗

に反する恐れのある情報を他の会員又は第三者に提供する行為 
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助⾧する行為

又はその恐れのある行為 
(8) 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行

為 
(9) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコード

の改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その
他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウ
ィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそ

(14)「当社ホームページ」とは、当社が運営するウェブサイト（理由
の如何を問わず、当社のウェブサイトのドメインまたは内容が変
更された場合は、当該変更後のウェブサイトを含みます。）を指
します。 

 
（略） 

 
第 9 条（禁止事項） 
1. 当社は、会員による本サービスの利用に際して、以下の各号に定める

行為を禁止します。 
(1) 本規約に違反する行為 
(2) 当社、当社がライセンスを受けているライセンサーその他第三者

の知的財産権、特許権、実用新案権、意匠権、商標権、著作権、
肖像権等の財産的又は人格的な権利を侵害する行為又はこれらを
侵害する恐れのある行為 

(3) 当社又は第三者に不利益若しくは損害を与える行為又はその恐れ
のある行為 

(4) 不当に他人の名誉や権利、信用を傷つける行為又はその恐れのあ
る行為 

(5) 法令又は条例等に違反する行為 
(6) 公序良俗に反する行為若しくはその恐れのある行為又は公序良俗

に反する恐れのある情報を他の会員又は第三者に提供する行為 
(7) 犯罪行為、犯罪行為に結びつく行為若しくはこれを助⾧する行為

又はその恐れのある行為 
(8) 事実に反する情報又は事実に反する恐れのある情報を提供する行

為 
(9) 当社のシステムへの不正アクセス、それに伴うプログラムコード

の改ざん、位置情報の改ざん、故意に虚偽、通信機器の仕様その
他アプリケーションを利用してのチート行為、コンピューターウ
ィルスの頒布その他本サービスの正常な運営を妨げる行為又はそ
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の恐れのある行為 

(10)マクロ及び操作を自動化する機能やツール等を使用する行為 
(11)本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為 
(12)他の会員のアカウントの使用その他の方法により、第三者になり

すまして本サービスを利用する行為 
（新設） 

(13)その他当社が不適当と判断する行為 
2. 当社は、会員の行為が、第１項各号のいずれかに該当すると判断した

場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措
置を講じることができます。 
(1) 本サービスの利用制限 
(2) 本契約の解除による退会処分 
(3) その他当社が必要と合理的に判断する行為 

 
 
第 10 条（非保証・免責） 

（新設） 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. 本サービスの内容について、その完全性、正確性及び有効性等につい
て、当社は一切の保証をしません。また、当社は、本サービスに中
断、中止その他の障害が生じないことを保証しません。 

2. 会員が本サービスを利用するにあたり、本サービスから本サービスに
関わる第三者が運営する他のサービス（以下「外部サービス」といい

の恐れのある行為 
（削除） 

(10)本サービスの信用を損なう行為又はその恐れのある行為 
(11)他の会員のアカウントの使用その他の方法により、第三者になり

すまして本サービスを利用する行為 
(12)サーバーまたはネットワークに過度の負荷をかける行為、または

そのおそれのある行為 
(13)その他当社が不適当と判断する行為 

2. 当社は、会員の行為が、第１項各号のいずれかに該当すると判断した
場合、事前に通知することなく、以下の各号のいずれか又は全ての措
置を講じることができます。 
(1) 本サービスの利用制限 
(2) 本契約の解除による退会処分 
(3) その他当社が必要と合理的に判断する行為 

 
第 10 条（非保証・免責） 
1. 会員が本サービスに登録する情報の真実性、正確性、完全性、有用

性、特定の目的への適合性および関連法令等への適合性について、当
社は一切の責任を負いません。会員は自己の責任において、当該情報
の登録を行うものとします。 

2. 当社コンテンツ（第 36 条（知的財産権等）にて定義します。）の真
実性、正確性、完全性、有用性、特定の目的への適合性および関連法
令等への適合性について、当社は一切の責任を負いません。会員は、
自己の責任において、当該情報の選択、内容の確認、必要な修正等を
行うものとします。 

3. 当社は、本サービスに中断、中止その他の障害が生じないことを保証
しません。 

 
（削除） 
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ます。）に遷移する場合があります。その場合、会員は、自らの責任
と負担で外部サービスの利用規約等に同意の上、本サービス及び外部
サービスを利用します。なお、外部サービスの内容について、その完
全性、正確性及び有効性等について、当社は一切の保証をしません。 

3. 会員が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合で
も、当社は一切の責任を負いません。 

4. 会員は、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの
利用に関連して会員が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は
一切の責任を負いません。 

5. 予期しない不正アクセス等の行為によって会員情報を盗取された場合
でも、それによって生じる会員の損害等に対して、当社は一切の責任
を負いません。 

6. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感
染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が
発生した場合、一切の責任を負いません。 

7. 本サービスの利用に関し、会員が他の会員又は第三者との間でトラブ
ル（本サービス内外を問いません。）になった場合でも、当社は一切
の責任を負わず、当該会員が自らの費用と負担において解決します。 

 
（略） 

 
第 22 条（禁止事項） 
1. 会員及び利用者は、BANKEN機器を第三者に譲渡し又は担保に供する

など、当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。 
2. 会員及び利用者は、BANKEN機器の操作・取り扱いを有資格者以外に

行わせてはなりません。 
3. 会員及び利用者は、当社の書面による承諾を得なければ次の各号に定

める行為をすることはできません。 
(1) BANKEN機器に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、

又は既に付着しているものを取り外すこと 

 
 
 
 
4. 会員が登録情報の変更を行わなかったことにより損害を被った場合で

も、当社は一切の責任を負いません。 
5. 会員は、法令の範囲内で本サービスをご利用ください。本サービスの

利用に関連して会員が日本又は外国の法令に触れた場合でも、当社は
一切の責任を負いません。 

6. 予期しない不正アクセス等の行為によって会員情報を盗取された場合
でも、それによって生じる会員の損害等に対して、当社は一切の責任
を負いません。 

7. 当社は、天災、地変、火災、ストライキ、通商停止、戦争、内乱、感
染症の流行その他の不可抗力により本契約の全部又は一部に不履行が
発生した場合、一切の責任を負いません。 

8. 本サービスの利用に関し、会員が他の会員又は第三者との間でトラブ
ル（本サービス内外を問いません。）になった場合でも、当社は一切
の責任を負わず、当該会員が自らの費用と負担において解決します。 

 
（略） 

 
第 22 条（禁止事項） 
1. 会員及び利用者は、BANKEN機器を第三者に譲渡し又は担保に供する

など、当社の所有権を侵害する行為をしてはなりません。 
2. 会員及び利用者は、BANKEN機器の操作・取り扱いを有資格者以外に

行わせてはなりません。 
3. 会員及び利用者は、当社の書面による承諾を得なければ次の各号に定

める行為をすることはできません。 
(1) BANKEN機器に新たに装置・部品・付属品等を付着させること、

又は既に付着しているものを取り外すこと 
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(2) BANKEN機器及びBANKEN機器に内蔵されているプログラムの分

解、解析、改造、あるいは性能・機能を変更すること及び著作権
を侵害すること 

(3) BANKEN機器を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用
法・用途以外に使用すること 

(4) BANKEN機器を、本サービス及びBuildee以外の外部サービスに
接続すること 

(5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はBANKEN機器を第三
者に転貸すること 

(6) BANKEN機器について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切
の権利を設定すること 

(7) BANKEN機器に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り
外すこと 

(8) BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める注意事
項を守らずに使用すること 

(9) BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める能力範
囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること 

 
（略） 

 
第 43 条（外部サービスとの連携） 
1. 会員及び利用者は、当社サービスのユーザーIDと第三者が提供するサ

ービス（以下、「外部サービス」といいます。）のアカウントを連携
して利用することができます。その場合、会員及び利用者は、外部サ
ービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、会員及び
利用者と外部サービスを提供する事業者との間で紛争等が生じた場合
でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 

2. 会員又は利用者は、前項の規定を作業員にも周知するものとします。 
3. 外部サービスとの連携に関する詳細事項は、外部サービスとの連携に

関する規約に定めます。 

(2) BANKEN機器及びBANKEN機器に内蔵されているプログラムの分
解、解析、改造、あるいは性能・機能を変更すること及び著作権
を侵害すること 

(3) BANKEN機器を、個別契約に定められた用法・用途及び本来の用
法・用途以外に使用すること 

(4) BANKEN機器を、本サービス及びBuildee以外の外部サービス
（第 43 条（外部サービスとの連携）にて定義します。）に接続
すること 

(5) 個別契約に基づく賃借権を他に譲渡し、又はBANKEN機器を第三
者に転貸すること 

(6) BANKEN機器について、質権・抵当権・譲渡担保権・その他一切
の権利を設定すること 

(7) BANKEN機器に表示された所有者の表示や標識を抹消、又は取り
外すこと 

(8) BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める注意事
項を守らずに使用すること 

(9) BANKEN機器を取扱説明書等で当社又はメーカーが定める能力範
囲、使用環境、使用時間を守らずに使用すること 

 
（略） 

 
第 43 条（外部サービスとの連携） 
1. 会員及び利用者は、当社サービスのユーザーIDと第三者が提供するサ

ービス（以下、「外部サービス」といいます。）のアカウントを連携
して利用することができます。その場合、会員及び利用者は、外部サ
ービスの利用規約を自己の費用と責任で遵守するものとし、会員及び
利用者と外部サービスを提供する事業者との間で紛争等が生じた場合
でも、当社は当該紛争等について一切の責任を負いません。 

2. 会員又は利用者は、前項の規定を作業員にも周知するものとします。 
3. 外部サービスとの連携に関する詳細事項は、「外部サービス連携利用
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現行 改定 
 

（略） 
 
 
付則 
2022 年 4 月 1 日:制定・施行 
2024 年 3 月 29 日:改定 
2025 年 2 月 1 日:改定 

規約」に定めます。 
 

（略） 
 
付則 
2022 年 4 月 1 日:制定・施行 
2024 年 3 月 29 日:改定 
2025 年 2 月 1 日:改定 
2025 年 11 月 1 日:改定 

 


